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議 事 録 

令和３年４月２８日、山形市役所７階７０１ＡＢ会議室において第１１回農業委員会総会
を開催した。 
在任委員総数 ２４名（農業委員２４名） 出席委員 ２４名 欠席委員 ０名 
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事 務 局 

 

議 長 

 

議 長 

開会（午後２時） 

ご案内の時間となりましたので、これより第１１回総会を開会いたします。 

開会にあたり大築義雅会長があいさつを申し上げます。 

（挨拶を行った。） 

続きまして、佐藤孝弘山形市長よりあいさつをいただきます。 

（挨拶を行った。） 

ありがとうございました。 

佐藤市長は、次の予定がございますので、ここで退席いたします。 

議事の前に、現在の出席委員数をご報告いたします。 

在任委員数２４名、出席委員数２４名、欠席委員はおりません。 

この結果、出席委員数は過半数に達しており、農業委員会等に関する法律第２７条

第３項の規定により、本日の総会は成立しております。 

例年定期総会には農地利用最適化推進委員も出席しておりますが、新型コロナウイ

ルス感染症の感染予防のため、柏倉委員長が推進委員を代表して出席しております。  

これより会議に移りますが、議長は、山形市農業委員会総会会議規則第５条の規定

により、会長が会議の議長となります。 

なお、本日の傍聴人はございません。 

これより会議を進めて参りますので、委員各位のご協力をお願いします。 

はじめに、議事録署名委員の選出、及び書記の任命についてお諮りいたします。 

慣例により議長から指名させていただきますが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

それでは、議事録署名委員に８番草苅典美委員、９番丸子宏委員を指名します。 

書記には、事務局の加藤主幹を任命します。 

本日の議事進行については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から

会議時間を短縮するため、事前に送付し内容をご覧いただいておりますので、報告、

議案等については説明を省略し、質疑から行います。 

それでは、「報告 令和２年度山形市農業委員会業務報告について」ご質疑ござい

ませんか。 

業務計画書には予算額が記載されているが、業務報告書に決算額が記載されていない

のはなぜか。 

事務局の説明を求めます。 

農業委員会の業務で市費に係る決算については、市の一般会計の中の一部であり、全

体として山形市議会で決算承認を得ることになっております。農業委員会分だけとりあ

げて総会で決算承認などは行っておりません。 

よろしいでしょうか。 

その報告は、お示しいただけるのでしょうか。実際、どれだけ使われたのかなど。 

事務局の説明をお願いします。 

（令和３年）９月議会で決算が承認されれば、開示できますので、必要な部分があれ

ればお渡しすることはできます。 

よろしいでしょうか。（了承の声あり） 

他にございますか。（声なし） 

質疑なしと認めます。 
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それでは議事に入ります。「議第５７号 令和３年度山形市農業委員会業務計画につ

いて」ご質疑ございませんか。 

（声なし） 

質疑なしと認めます。 

それではお諮りします。「議題５７号 令和３年度山形市農業委員会業務計画につい

て」、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。よって「議第５７号 令和３年度山形市農業委員会業務計画に

ついて」は、原案のとおり決定いたしました。 

次に８のその他に入ります。 

令和３年度懸案事項について、遠藤会長職務代理者から説明をお願いします。 

事前にお配りしております「令和 3年度懸案事項」の資料をご覧ください。 

令和３年度の懸案事項として記載のとおり整理を行いました。項目のみ読み上げま

す。 

 １ 農地中間管理事業における事務体制について 

 ２ 農地利用最適化推進委員の活動について 

 ３ 遊休農地調査について 

 ４ 就農定着小委員会について 

の４項目です。 

内容については皆様ご覧になっていると思いますが、２の「農地利用最適化推進委員

の活動について」は別途資料を作成いたしましたので、事務局から説明をお願いしたい

と思います。 

（資料に基づき詳細について説明を行った。） 

ただいまの説明について、皆さんからのご意見、ご質問等はございませんか。 

農業委員と農地利用最適化推進委員の連携は重要と考えるが、推進委員の役割そのも

のが農業者に認知されていない。農業委員会内部だけの打合せだけでは、効果は現れ

ず、独自の広報媒体等で積極的に推進委員の活動内容をＰＲしていくべきと考える。農

地の貸し借り、農業経営に関する相談はどこにいけばよいのか。相談案件ごとに「ファ

イル」等で管理していくなど行って連携を図ってはどうか。 

広報誌「穂豊帆」を活用しながら推進委員の活動内容などを広く伝えていきたい。 

農地に関する相談等は、推進委員へお問い合わせくださいなどＰＲしていきたい。 

まずは、資料記載の「ステップ１」として農業委員として推進委員の方々に「どんな

業務をしてもらいたいのか。」について、各地区の状況を加味しながら洗い出しを行っ

ていきたい。その後、広報等を通じ農業者の皆様方へ告知を行っていきたい。 

その他にございますか。 

農地利用最適化推進委員を浸透させていく上で、名称が長すぎるのではないか。端的

には農地の相談にあたる方であることから「農地相談員」など約称や愛称があってもよ

いのではと考えるが。 

農業委員会等に関する法律で名称は定められており、変えることはできず一般的には

「推進委員」と短縮して使っている。それ以外の愛称が必要であれば適宜検討していき

たい。 

他にございますか。 

私自身も推進委員の役割をよく理解できておらず、インターネット等で調べてみると

議決権がないだけで農業委員の役割とほぼ一緒であると定義づけされている。農業委員

と推進委員がお互いの役割をわかっていないのが現状である。それと付随して定数その

ものも妥当なものか考えていく必要があるのでは。今回は、あくまで令和３年度の取り

組みについての提案なので概ねこの内容で良いと思うが、今後、農業委員と推進委員が

もっと相互に関わる場を増やすべきと考えます。 
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議 長 
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他にございますか。 

情報共有の観点から山形市以外では、推進委員へ議案書を配付しているところもある

と伺っている。 

たくさんのご意見をいただきました。これらを運営委員会等でも協議しながら活動を

行っていきたいと思います。 

以上をもちまして、全ての議事が終了いたしました。 

皆様のご協力により、円滑に議事運営ができましたことに、厚く御礼を申し上げまし

て議長の席を降壇させていただきます。 

これをもちまして、第１１回総会を終了いたします。 

閉会挨拶 

 

閉 会（午後２時３２分） 

 

 

 

以上、議事の顛末を記録し相違ないことを認め署名します。 

 

議          長                   

議事録署名委員                         

議事録署名委員                        

 


